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Ⅰ．令和８年度航空局関係予算の配分方針 
 

○ 配分方針 

以下の令和８年度航空局関係予算に基づき、空港整備事業の実施に必要な額を重点的に配分し

ます。 

 

（１）我が国の国際競争力の強化に資する強靱な航空ネットワークの実現 

  ①空港整備事業等 

  ・首都圏空港や地方空港等の機能強化、防災・減災・国土強靱化等 

・空港経営改革の推進 

・航空路整備事業 

・空港周辺環境対策事業 

  ②人材確保・育成、処遇改善等の取組の推進 

・グランドハンドリングにおける人材確保・育成等 

・保安検査の量的・質的向上の推進 

・操縦士・整備士の養成・確保対策 

  ③国内航空ネットワークの維持・確保に向けた取組の推進 

  ・地方航空路線維持・活性化の推進 

  ④離島の航空輸送の確保 

    

（２）航空の安全・安心と持続可能性の確保 

①羽田空港での航空機衝突事故を踏まえた更なる安全・安心対策の推進 

②令和６年能登半島地震を踏まえた防災・減災対策 

  ③運航分野・空港分野における脱炭素化の推進 

   

（３）航空ＤＸを通じた利便性の高い航空サービスの実現 

①ＦＡＳＴ ＴＲＡＶＥＬ等空港業務ＤＸの推進等 

・ＦＡＳＴ ＴＲＡＶＥＬの推進等 

・先進技術の導入による空港業務の省人化・自動化の推進 

②空飛ぶクルマ・ドローン等の運航拡大に向けた環境整備等 

 



Ⅱ．令和８年度予算配分総括表

［総事業費］ （単位：百万円）

・

・

・ 　計数は端数処理の関係で合計額に一致しない場合がある。

合 計 142,979 17,644 160,623

・ 　直轄事業には、国が管理する羽田空港等の事業のほか、空港会社が管理する成田空港等におけ
る国が実施する事業が含まれている。

・ 　補助事業には、地方公共団体が管理する空港等の事業、地方公共団体等が実施する環境対策事
業（住宅防音工事補助）等が含まれている。

・ 　上記の他に空港経営改革推進費（150百万円）、航空路整備事業（27,441百万円）、各種調査
費（634百万円）、災害復旧事業（4,069百万円）及び空港等整備事業工事諸費（3,230百万円）
があるが、地域配分を行わないため、上表からは除いている。

　全て本省配分である。

　総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備に係る事業費として、459億円を空港整備
事業の計数の内数として計上している。
（上記に加え、国管理空港の維持管理費72億円がある。）

合　計 備　考

160,623

令和８年度
配分額

直　轄 補　助

空港整備事業 142,979 17,644
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Ⅲ．事業別概要

１．国際拠点空港

　（１）羽田空港

　（２）成田空港

　令和８年度は、アクセス利便性向上を図るため、京急空港線引上線及びJR東日
本羽田空港アクセス線の鉄道基盤施設を整備するほか、人工地盤の整備、旧整備
場地区の再編整備、地上支援車両レベル４自動運転の実装のための整備等を実施
します。
　また、引き続き地震発生後も航空ネットワークの機能低下を最小限にとどめる
ための滑走路等の耐震性の強化及び防災・減災に向けた護岸等の整備を推進する
とともに、航空機の安全な運航を確保するための基本施設や航空保安施設等の更
新・改良等を実施します。

　令和８年度は、成田国際空港株式会社が行うB滑走路の延伸及びC滑走路の新設
等の整備に関連した国の事業として、新管制塔の整備、無線施設の移設等を実施
します。

直轄 ： 事業費 ６７８億円

直轄 ： 事業費 ７８億円
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　（３）関西空港・伊丹空港

　（４）中部空港

　令和８年度は、両空港における航空機の安全な運航を確保するために航空保安
施設等の更新を実施します。

　令和８年度は、中部国際空港株式会社の実施する代替滑走路整備事業に関連す
る航空保安施設等の整備及び航空機の安全な運航を確保するために航空保安施設
等の更新を実施します。

直轄 ： 事業費 １１億円

直轄 ： 事業費 ２３億円

【関西空港】

【伊丹空港】

Ｂ滑走路（4,000m）Ｂ滑走路（4,000m）

Ａ滑走路（3,500m）

航空保安施設（無線設備）等の更新
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２．一般空港等

(１) 今後の航空需要の増大を見据え、空港のゲートウェイ機能を発揮していくため、

屋久島空港の滑走路延長事業、ターミナル地域の機能強化等の受入環境整備を推

進します。また、国際貨物輸送の拠点機能向上を図るため、北九州空港の滑走路

延長事業を推進します。

直轄及び補助 ： 事業費 ８００億円

〇 滑走路延長事業

北九州空港においては、国際貨物輸送の拠点

機能向上を図るため、滑走路延長事業を引き続

き実施します。

北九州空港滑走路延長事業

○８年度事業内容 ：用地造成、滑走路・

無線施設・照明施設整備 等

○総事業費：約１３０億円

○供用開始予定日： 令和９年８月末※

※航空法第４０条に基づく告示

現滑走路1,500m

320m
延長

エプロン・ターミナル地域

延長後滑走路2,000m

180m
延長

県道付替

屋久島空港滑走路延長事業（補助）

○総事業費：約１６５億円※

※直轄（無線・気象）・補助事業のみ

旅客ビル拡張等の民間事業等除く

屋久島空港において、首都圏からの直行便

の就航を可能とし、交流人口の更なる拡大等

を図るため、滑走路延長事業を引き続き実施

します。

○８年度事業内容 ：実施設計、用地造成 等

○供用開始予定日：令和１６年３月末※

※航空法第４０条に基づく告示

〇 ターミナル地域の機能強化等

空港の利便性向上を図るため、那覇空港等において、ターミナル地域の機能強化、エ

プロン、誘導路等の整備を実施します。

那覇空港においては、エプロンの拡張整

備を行うとともに、観光客の増加に伴い、

バス、レンタカー等による構内道路の混雑

が深刻化しているため、引き続き、国内線

ターミナルビル前面の高架道路（ダブル

デッキ）を国際線ターミナルビル前面まで

延伸することで、混雑解消等を図ります

（令和７年６月一部供用開始）。

那覇空港 国際線ターミナル地域再編事業

新千歳空港においては、航空機や除雪車

両の混雑を緩和するための誘導路複線化等

を実施するなど、引き続き新千歳空港の機

能強化を推進します。また、道内の航空需

要に対応するため、丘珠空港の滑走路延長

に向けた調査・検討を行うなど、引き続き、

関係者が連携して取組を推進します。

新千歳空港 誘導路複線化等

延長500ｍ現滑走路 2,500ｍ
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(２) 航空の安全・安心を確保するため、空港における防災・減災、国土強靱化を推進

するとともに、滑走路端安全区域の整備を着実に実施します。

〇 空港の防災・減災対策

近年の気象変化や長期的な気候変動を踏まえ、台風や豪雨等に備えた浸水対策を実施

するとともに、地震災害時において、緊急物資等輸送拠点としての機能確保、航空ネッ

トワークの維持等を図るために必要となる基本施設の耐震対策等を実施します。

・浸水対策 ・耐震対策

非液状化層

液状化層

液状化層の地盤改良対策に

より、舗装の損壊を防止
排水施設の大型化により、

排水機能を確保
（地盤改良）建物の補強や重要施設の高所

移動により、災害後の空港の

早期復旧を実現

〇 空港の老朽化対策

「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」等に基づき、定期的な点検等により

劣化・損傷の程度や原因を把握し、老朽化の進んでいる施設について効率的かつ効果的

な更新・改良を実施します。

（老朽化した滑走路舗装の改良）（舗装のひび割れが発生） （航空保安施設点検実施状況） （老朽化した空港監視

レーダーの更新）

〇 滑走路端安全区域の整備

航空機がオーバーランまたはアンダーシュートを起こした場合の航空機の損傷軽減対

策として、国際民間航空機関（ICAO）勧告を踏まえた改正国内基準に基づき、着陸帯両

端に安全確保のために設けることとされている滑走路端安全区域（RESA）の整備を着実

に実施します。

【オーバーラン事故の例】

事故概要

・平成25年8月5日 新潟空港着陸時に発生

・RESA内で停止したため、人的被害無し
：最低限確保すべき範囲

：可能な限り用地の確保に努める範囲

※計器着陸用滑走路1,200m以上の場合

・RESAの長さおよび幅(国内基準_平成29年4月改訂)

着陸帯

Ｗ

着

陸

帯

幅

２
Ｗ

６０ｍ

２４０ｍ

９０ｍ

2
8

滑

走

路

幅

過
走
帯
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３．空港周辺環境対策事業

　空港と周辺地域との調和ある発展を図るため、騒防法に定める特定飛行場の周
辺地域について、騒音対策区域からの移転補償、緩衝緑地帯の整備、学校等の教
育施設及び住宅の防音工事等の補助を推進し、航空機騒音による障害の防止・軽
減、生活環境の改善を進めます。

直轄及び補助 ： 事業費 １６億円

空港における周辺環境対策

※特定飛行場：国管理の事業対象空港 函館、仙台、東京国際、新潟、松山、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇

※ Lden：航空機騒音のレベルを評価する尺度

概ね

Ｌｄｅｎ５７ｄＢ以上

Ｌｄｅｎ６２ｄＢ以上

（第１種区域）

Ｌｄｅｎ７３ｄＢ以上

（第２種区域）

Ｌｄｅｎ７６ｄＢ以上
（第３種区域）

Ｌｄｅｎ６２ｄB以上

Ｌｄｅｎ７３ｄB以上
（第２種区域）

Ｌｄｅｎ７６ｄB以上
（第３種区域）

（第１種区域）
概ね
Ｌｄｅｎ５７ｄB以上

騒音対策区域概念図

概ねLden57dB以上の区域

第１種区域
(Lden62dB以上)

第２種区域
(Lden73dB以上)

第３種区域
(Lden76dB以上)

空港

空港周辺環境対策事業における騒音対策区

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（騒防法）等に基づく空港周辺環境対策事業
航空機の騒音評価指標（Ｌｄｅｎ）の値の大きさに応じて、騒音対策区域（第１～３種）を定め、必要な事業を実施

※Ｌｄｅｎ： １日あたりの騒音のレベルを評価する尺度。

夕方及び夜間に発生した騒音に重み付けを行った上で、1日に発生した全ての

航空機騒音のエネルギー総量を平均した指標。

（平成２５年４月１日より、従来のＷＥＣＰＮＬ⇒Ｌｄｅｎに指標を変更。）

【第１種区域：Ｌｄｅｎ６２ｄＢ以上】

・住宅の防音工事、空調機器の更新に対する補助

・生活保護等世帯に対する防音工事で設置した

空調機器稼働費の補助

緩衝緑地

【第３種区域：Ｌｄｅｎ７６ｄＢ以上】

・ 騒音軽減効果のある

緩衝緑地帯の整備

移転補償跡地

【第２種区域：Ｌｄｅｎ７３ｄＢ以上】

・土地の買入や建物等の

移転補償

【概ねＬｄｅｎ５７ｄＢ以上の区域】

・学校、病院等の防音工事、空調機器の

更新に対する補助

・公民館・集会所等共同利用施設整備に

対する補助

学校等の防音工事（防音サッシ・空調機）

住宅の防音工事施工例
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４．羽田空港での航空機衝突事故を踏まえた更なる安全・安心対策の推進

５．令和６年能登半島地震を踏まえた防災・減災対策

直轄 ： 事業費 国際拠点空港、一般空港等の内数

令和６年１月２日に羽田空港で発生した航空機衝突事故を受け、滑走路上にお

ける航空機等の衝突防止のための、更なる安全・安心対策をハード・ソフト両面

から検討するため、有識者及び関係団体から構成される「羽田空港航空機衝突事

故対策検討委員会」を設置し、令和６年６月２４日に「中間取りまとめ」として

更なる安全・安心対策の提言がされました。

取りまとめられた更なる安全・安心対策を速やかに実施するため、必要な取り

組みを推進します。

○滑走路誤進入に係る注意喚起システムの強化

滑走路状態表示灯（RWSL：Runway Status Lights）は、航空機等が滑走路を使用し

ている場合、他の離陸しようとする航空機又は滑走路を横断しようとする航空機等に

対して警告する灯火であり、航空機の滑走路横断が日常的に発生する空港の滑走路及

び誘導路に導入しています。

パイロット等に対する注意喚起を強化するため、主要空港※の同一滑走路で離着陸

が行われる全ての滑走路及び誘導路に導入を拡大します。
※主要空港とは、新千歳、成田、羽田、中部、伊丹、関西、福岡、那覇空港を指す。

直轄 ： 事業費 一般空港等の内数

令和６年１月に発生した能登半島地震からの復旧に全力を尽くすとともに、今回の

地震を踏まえた災害対応力の強化、防災・減災、国土強靱化を着実に推進します。

○能登半島地震を踏まえた対応

災害時に空港が防災拠点として機能するため、能登空港と類似する切盛土空港におい

て、滑走路等の耐震対策を実施します。

滑走路

＜滑走路等の被災メカニズムのイメージ＞

すべり
原地盤

盛土

切盛境界の段差、ひび割れ

すべり変

位

滑走路

沈下

切盛境界の亀裂・段差 着陸帯
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Ⅳ．都道府県別等配分額

［直轄事業］ （単位：百万円）

国管理空港 羽田空港ほか(環境分含む) 10
会社管理空港 成田空港（環境分含む） 2
特定地方管理空港 秋田空港ほか 4
地方管理空港 女満別空港ほか 16
共用空港 丘珠空港ほか 3
その他の空港 0
国管理空港 那覇空港ほか(環境分含む) 17
会社管理空港 関西空港ほか 3
特定地方管理空港 山口宇部空港 1
地方管理空港 佐賀空港ほか 26
共用空港 徳島空港ほか 4
その他の空港 八尾空港ほか 3

合    計 142,979 1.008 89

※計数は端数処理の関係で合計額に一致しない場合がある。

［補助事業］ （単位：百万円）

北 海 道 1,647 0.737 5

東　　北 2,749 1.027 7

青森 859 6.225 2

岩手 324 0.553 1

秋田 316 0.507 2

山形 560 0.895 1

福島 690 0.982 1

関　　東 1,325 0.640 7

千葉 57 0.514 1

東京 532 0.649 5

長野 737 0.680 1

北　　陸 576 0.865 4

新潟 90 8.507 2

富山 386 0.951 1

石川 100 0.401 1

中　　部 1,358 0.855 3

静岡 930 0.669 1

愛知 428 2.158 2

近　　畿 2,498 3.279 5

福井 84 皆増 1

大阪 21 0.274 1

兵庫 635 皆増 2

和歌山 1,759 2.564 1

中　　国 3,379 1.610 6

鳥取 876 1.208 1

島根 416 0.497 3

岡山 1,287 3.405 1

山口 800 5.000 1

四　　国 5 0.006 2

愛媛 5 0.958 1

高知 1 0.800 1

出雲空港、石見空港、隠岐空港

岡山空港

山口宇部空港

松山空港（環境分）

高知空港（環境分）

鳥取空港

南紀白浜空港

神戸空港、但馬空港

新潟空港（環境分）、佐渡空港

富山空港

能登空港

静岡空港

中部空港、名古屋空港

福井空港

伊丹空港

青森空港、三沢空港

花巻空港

松本空港

山形空港

福島空港

成田空港

羽田空港（環境分含む）、大島空港、新島空港、神津島空港

秋田空港、大館能代空港

備考（空港等名） 箇所数

旭川空港、利尻空港、中標津空港、紋別空港、女満別空港

備考（空港等名） 箇所数

大阪航空局
（ 管 内 ）

51,411 0.901

区    分 空港整備事業
対前年
度倍率

東京航空局
（ 管 内 ）

91,568 1.080

区    分 空港整備事業
対前年
度倍率
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［補助事業］ （単位：百万円）

九　　州 2,776 0.910 17

福岡 209 0.502 1

佐賀 35 0.203 1

長崎 556 1.167 4

熊本 30 0.252 1

大分 0 1.000 1

宮崎 6 0.937 1

鹿児島 1,940 1.043 8

沖　　縄 1,330 0.649 5

合    計 17,644 0.972 61

※計数は端数処理の関係で合計額に一致しない場合がある。

対前年
度倍率

空港整備事業区    分

大分空港（環境分）

天草空港

長崎空港、対馬空港、福江空港、壱岐空港

宮崎空港（環境分）

鹿児島空港（環境分）、種子島空港、屋久島空港、奄美空港、喜
界空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港

那覇空港（環境分）、久米島空港、宮古空港、下地島空港、与那
国空港

福岡空港（環境分）

佐賀空港

備考（空港等名） 箇所数
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